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　身体障害者の更生援護に必要な専門的な
知識・技術についての相談及び指導を実施
しています。補装具の処方及び適合判定、
施設入所の判定、その他医療相談を無料で
受けることができます。
手足・体の障害の相談
・１２月９日㈪　熊谷児童相談所
　予約制ですので、早めに健康福祉課へご
連絡ください。

 問合せ 　健康福祉課福祉担当　　
☎６６・３１１１ 

内線１２８

更 生 相 談 ふれあいレクリエーションちちぶＦＵＮピックについて
日　時　１２月７日㈯　午前１０時～正午
　　　　（受付　９時４５分から）
場　所　秩父特別支援学校　体育館
対象者　障がいのある人、高齢者、共にスポーツを楽しみた

い人
持ち物　体育館シューズ、運動ができる服装
参加費　無料　申込み不要。当日体育館入り口で受付をします。
内　容　ボッチャ、スポーツ吹き矢、輪投げ、スカットボール等

のレクリエーション。お気軽に御参加下さい。

 問合せ 　県立秩父特別支援学校　☎２４・１３６１　　
詳しくは、秩父特別支援学校HPをご覧ください。

障害者差別解消法住民・事業者・行政合同講演会開催について

特別障害者手当・障害児福祉手当について 特定健康診査・後期高齢者
健康診査を受けましょう

　平成２８年４月１日に施行された「障害者差別解消法」について、秩父地域の市町が共催で住民・事業者・行政
向け講演会を開催いたします。法が円滑に施行され、秩父地域を暮らしやすい町にするためには行政職員だけでは
なく、住民や事業者の皆さんの御理解・御協力が不可欠ですので、多くの方の御参加をお待ちしております。
○日　時　１１月２８日㈭　午後２時～４時（開場は午後１時３０分）
　　　　　※入場・参加費　無料　※事前申込み不要、当日直接会場へ　
　　　　　※手話通訳・要約筆記有り
○場　所　皆野町文化会館ホール（皆野町大字皆野１４２３番地）
　　　　　※駐車場の収容台数に限りが有ります。できる限り乗り合わせや公共交通機関の御利用をお願いいたし

ます。
○講　師　曽根　直樹　氏（日本社会事業大学　専門職大学院　准教授）

　  問合せ 　健康福祉課福祉担当　☎６６・３１１１　内線１２４

　日常的に介護を必要とする重度の障害（※）をもつ方に対
して、次のような制度があります。
○特別障害者手当（２０歳以上）
・支給月額　２７，２００円
　（２，５，８，１１月に３か月分を合算した額を支給）
・以下にあてはまる方は対象外となります。
　（１）病院等に３か月を超えて入院している方
　（２）本人または同居の親族の所得が一定以上ある方
　（３）施設等に入所している方
○障害児福祉手当（２０歳未満）
・支給月額　１４，７９０円
　（２，５，８，１１月に３か月分を合算した額を支給）
・以下にあてはまる方は対象外となります。
　（１）障害を支給事由とする公的年金を受給されている方
　（２）本人または同居の親族の所得が一定以上ある方
　（３）施設等に入所している方
※「重度の障害」の程度等、詳しくは秩父福祉事務所にお問合

せ下さい

　  問合せ 　県秩父福祉事務所　☎２２・６２２８

　今年度の特定健康診査・後期高齢者健康診査
は受けましたか？
　自覚症状がなくても、気づかないうちに病気
が進行し、深刻な状況を招く場合がありますの
で、年に一度の受診をお勧めします。
　特定健康診査の対象は平成３１年３月３１日
以前から長瀞町国民健康保険に加入している
４０歳以上の方、後期高齢者健康診査は後期高
齢者医療保険加入者が対象です。
　今年度発行の受診券の期限は１２月３１日で
すので、予約が立て込む年末ではなく、早めに
予約をして受診しましょう。
　対象の方で、お手元に受診券が無い方は担当
までご連絡下さい。

　  問合せ 　健康福祉課健康担当　　　
　☎６６・３１１１　　

　内線１３４、１３５


